規程管理規程
第１章　総　　　則
（目　　的）
第１条　当社の規程類の制定、改廃および公布について必要な事項を定め、かつ規程類を体系的に整備して業務管理の正常化と合理化をはかることを目的として、この規程を定める。
（種類と定義）
第２条　規程類の種類と定義は次のとおりとする。
(1)　基本規程は、定款、取締役会規程、規程管理規程等の経営の基本事項について定める。
(2)　組織規程は、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程等で、会社の業務機構および分掌、職務権限などの組織運営について定める。
(3)　業務規程は、稟議規程、予算管理規程、経理規程、内部監査規程等で、組織規程にもとづき、会社および各関係部門が所定の業務を処理するうえでの基本方針、実施方法、担当責任者の具体的な職務権限、担当部門との関連ならびに基準規程など、その業務を処理するための手続きについて定める。
(4)　人事規程は、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の社員の勤務について定める。
(5)　総務規程は、印章規程、文書管理規程および福利厚生に関する諸規程で、業務の運営・管理の方法とその取り扱いについて定める。
２　細則は、規程に準拠して、または規程補充の必要から定める細部事項、あるいは各部門の業務運営上の基準となる定めをいう。
３　通達は、規程に関連して次の事項について行う。
(1)　諸規程の部分改訂
(2)　業務上の一時的な措置
(3)　規程の説明解釈
(4)　規程の施行に必要な措置
（規程類の内規扱い）
第３条　規程類の中で社内一般に公布することが不適当なものは、これを内規扱いとすることができる。
（遵守義務）
第４条　規程類は、会社の業務を執行・管理する基準であり、厳正に遵守されなければならない。
（周知徹底）
第５条　規程が公布・発行されたときは、各部長は、所属員にその内容を周知徹底させなければならない。
（通達の効力）
第６条　通達は、関係規程類の拘束範囲内で、規程と同一の効力を有する。
２　規程類に定めない通達については、通達が規程と同一の効力を有する。
（効力の発生・消滅）
第７条　規程の効力は、定められた実施期日から発生し、実施期日は附則中に明記するものとする。
２　現行規程を廃止し新規程を制定したときは、旧規程の効力は特に定めがないかぎり、新規程実施と同時に消滅する。
３　従来の規程の条文と抵触するときは、抵触部分の効力を新規程で特に定めないかぎり、新規程の実施と同時に消滅する。
（管理統制）
第８条　総務部長は、この規程にもとづいて規程類の制定、公布実施を管理統制する。
２　総務部長は、規程を常に経営の実情に合致するように管理し、規程を明確にすることを通じて、経営効率の向上と合理化をはからなければならない。
３　総務部長は、前項にもとづいて規程の制定、改廃案について審査を行い、必要に応じて原案の訂正を求めることができる。
（疑義の解明）
第９条　規程類の運用に疑義が生じた場合は、総務部長は関係部長の意見を徴したうえ、社長に申請し裁定を得る。
（規程の運用）
第10条　規程類の適正な運用維持について、各部は責任を負い、規程内容の周知徹底および実施・指導にあたるとともに、業務の正常化をはからなければならない。
第２章　規程の体系
（体　　系）
第11条　当社の規程は、その適用目的、適用内容により「規程」、「細則等」に分類する。
	区　　　分
	名　　　　称

	基 本 規 程

組 織 規 程

業 務 規 程

人 事 規 程

総 務 規 程

細   則  等
	定款、取締役会規程、株式取扱規程、規定管理規定等をいう

組織規程、職務権限規程、業務分掌規程等をいう

稟議規程、予算管理規程、経理規程等をいう

就業規則、給与規程、退職金規程等をいう

印章規程、文書管理規程、社宅管理規程等をいう

経理規程実施細則、勘定科目処理マニュアル等をいう


　　　　　　　　　　

第３章　規程類の制定・改廃
（規程の立案）
第12条　規程類の制定・改廃に伴う立案は、担当部または総務部がこれを行い、また、事前に関係部と積極的に協議をなし、原案の調整を行わなければならない。
（管理担当）
第13条　規程類の制定・改廃に関する公布・発行の業務手続きは、総務部において行う。
（制定・改廃の手続き）
第14条　規程類の制定・改廃は次のとおりとする。
(1)　定款は、取締役会の審議を経たのち、株主総会において決定する。
(2)　基本規程および組織規程は、取締役会において決定する。
(3)　他の規程・細則等の制定・改廃は、担当部において立案したのち、総務部にて内容を検討し、常務会で協議のうえ、社長が決定する。ただし、重要な事項については取締役会の承認を得るものとする。
(4)　通達は、担当各部において立案し、本部長の承認を受けて担当部長が行うものとする。
（公布の方法）
第15条　総務部は、制定もしくは改訂が決定された規程類に次の事項を明記し、公布するものとする。
(1)　基本規程、組織規程、業務規程、人事規程、総務規程の別
(2)　規程類の名称
(3)　制定（改訂）公布番号
(4)　実施年月日
（原本保管）
第16条　規程類の制定、または改廃されたものの公布にあたっては、総務部において台帳に登録し、原本を一括保管する。
附　　　則
（規程の改廃）
第１条　この規程の改廃は、取締役会の決議による。
（実施期日）
第２条　この規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。






